
高松市子ども・子育て支援会議の部会の設置について 

 

１ 設置 

  高松市子ども・子育て支援会議の所掌事項のうち、特定の分野を専門的に審議する

ために、高松市子ども・子育て支援会議条例（平成２５年高松市条例第１１号。以下

「条例」という。）第８条第１項の規定に基づき、高松市子ども・子育て支援会議に

部会を置く。 

 

２ 種類 

  部会の種類は、次のとおりとする。 

 (１) 保育所・幼稚園等部会 

 (２) 貧困対策部会 

 

３ 委員 

  各部会の委員は、条例第８条第２項の規定により会長が指名する。 

  なお、部会の委員の任期は、高松市子ども・子育て支援会議の委員の任期とする。 

 

４ 所掌事項 

  各部会が所掌する事項は、次のとおりとする。 

 (１) 保育所・幼稚園等部会 

 ア 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第２項に規定する

特定教育・保育施設の利用定員に関すること。 

イ 子ども・子育て支援法第４３条第３項に規定する特定地域型保育事業の利用定

員に関すること。 

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第１７条第１項に規定する幼保連携型認定こども園の認

可に関すること。 

エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 

２１条第１項に規定する幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖

に関すること。 

オ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 

２２条第１項に規定する幼保連携型認定こども園の認定の取消しに関すること。 

カ その他会長が個別又は具体的に審議することが適当と認める事項 

 (２) 貧困対策部会 

ア 子どもの貧困対策の推進に関すること。 

イ 子どもの貧困対策を推進するために必要な計画の策定に関すること。 
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ウ その他会長が個別又は具体的に審議することが適当と認める事項 

 

５ その他 

  前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮っ

て定める。 



保育所・幼稚園等部会 

氏 名 役 職 等 

鬼松 秀美 幼保連携型認定こども園 保護者代表 

加野 芳正 香川大学教育学部 教授 

永澤 陽子 高松市私立幼稚園連合会 副会長 

三木 一平 高松市認可保育園共励会 会長 

峯  寛文 高松市小学校校長会 会長 

山田 士郎 高松市ＰＴＡ連絡協議会 会長 

 

 

貧困対策部会 

氏 名 役 職 等 

大川 裕子 高松市社会福祉協議会 地域福祉課長 

岡  悦子 香川県子ども女性相談センター 所長 

加野 芳正 香川大学教育学部 教授 

川上 伸吾 高松市中学校長会 会長 

橘川 欣久美 高松市民生委員児童委員連盟 常任理事 

熊野 幸子 香川県母子寡婦福祉連合会 高松支部長 

黒川 博之 高松公共職業安定所 専門援助部門 統括職業指導官 

中橋 恵美子 特定非営利活動法人わははネット 理事長 

西岡 敦子 高松市医師会 理事 （小児科医） 

藤井 敏孝 香川県児童福祉施設連合会 会長 

三木 一平 高松市認可保育園共励会 会長 

峯  寛文 高松市小学校長会 会長 

 


